
第１号議案 

 

 公益社団法人守口市シルバー人材センター定款の一部変更について 

 

 

定款第 13 条第４号の規定により、次のとおり総会の決議を求める。 

 

 

令和８年５月 30 日 

 

公益社団法人 守口市シルバー人材センター 

理 事 長  川 部  政 彦 

 

記 

１ 理  由 

当センターの定時総会は、毎事業年度終了後２か月以内に開催していま

すが、公益法人会計基準の見直し伴い財務諸表作成に時間が要することが

見込まれることなどから開催時期を１か月間先送りすることとし、また、

当該財務諸表の名称を変更する必要があること、さらにシルバー人材セン

ターにおける規程の例示を取り入れることなどにより、定款を変更しよう

とするもの。 

 

２ 内  容 

別紙 「新旧対照表」のとおり 

 

３ 施 行 日 

この定款は、令和８年５月 31日から施行する。 










